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１．はじめに 

2012 年の中国における商標出願数は 164 万件

と、その数は日本における商標出願数の約 15 倍に

も及んでおり、また、有効に登録されている商標

権の数は 680 万件となっています（2013 年 6 月現

在）。このような世界第一位の商標大国である中

国において、2013 年 8 月 30 日、第三次改正商標

法が可決され、2014 年 5 月 1 日より施行されるこ

ととなりました。本改正は、2001 年以来の 12 年

ぶりの改正であり、改正点も 50 項目以上にわたっ

ています。本稿では、同法の改正点に関して、「出

願手続における改正」、「権利保護の強化を目的

とする改正」及び「市場秩序を維持するための改

正」の観点に着目し、特に重要と考えられる項目

に関して、その概要について説明します。 

 

２．出願手続における改正 

（１）音声商標の保護 

商標権の保護客体が拡大され、音声商標が保護

されることになりました。それに伴い、国歌及び

軍歌と同一又は類似の商標は登録が認められない

ことも定められました。具体的な出願方式等は、

現時点では明らかになっていませんが、施行当初

の出願ラッシュが予想されることから、出願を予

定している場合には、取得する商標の楽譜や指定

商品及び指定役務の決定等、今からの事前準備が

必要です。 

（２）一出願多区分制度の導入 

従来は、一つの商品・役務の区分ごとに出願す

る必要がありました。今回の改正では、国際的調

和の観点から、一出願で複数の商品・役務の区分

について商標出願することが可能となりました。

これにより、出願費用の削減や商標管理の容易化

等を図ることができることになります。 

（３）審査手続の改善 

日本の手続とは異なり、従来は、審査段階にお

いて、出願人の意見聴取の機会が与えられていま

せんでした。今回改正では、商標局は、必要に応

じて、出願人に説明又は補正を要求することがで

きることが定められました。現段階におきまして、

具体的な適用基準は明らかとなっていませんが、

審査段階における拒絶理由解消のために積極的な

運用が期待されます。 

（４）審査期限等の明定 

従来、各種手続に長期間を要していましたが、

下記手続に関する手続期間が定められました。今

後は手続期間の短縮が期待されます。 

表 手続期間 
手続 期限の定め 

審査期限 出願日から 9 ヵ月 

拒絶査定に関する不服請求

の決定期限 

請求日から 9 ヶ月 

（3 ヶ月の延長可能） 

異議議申立の審理期限 公 告 期 間 満 了 日 か ら

12 ヵ月以内（6 ヶ月の

延長可能） 

異議申立の決定に対する不 請求日から 12 ヶ月 
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服申立に関する決定期限 （6 ヶ月の延長可能） 

商標登録無効宣告（識別性、

公益的理由）に対する不服請

求の決定 

請求日から 9 ヶ月 

（3 ヶ月の延長可能） 

商標登録無効宣告（他人の商

標との類似等）に対する不服

請求の決定 

請求日から 12 ヶ月 

（6 ヶ月の延長可能） 

不使用取消請求及びその不

服申立に関する決定期限 

請求日から 9 ヶ月 

（3 ヶ月の延長可能） 

 

３ 権利保護の強化を目的とする改正 

（１）商標権者が損害賠償請求する時の使

用義務 

商標権者が商標権侵害に対する損害賠償請求を

行う場合には、その前 3 年間に自己の登録商標を

使用したことを証明しなければ、その請求が認め

られません。そのため、商標権の取得後において、

中国国内で登録商標を使用することが非常に重要

になります。また、自己が登録商標を適切に使用

していることを示す証拠を、適切に保存、管理等

しておく必要があります。 

（２）商標権侵害行為の追加 

直接には他人の商標権を侵害する行為ではあり

ませんが、他人の商標権を侵害する行為に参与、

協力している者の行為（例えば、商標権侵害だと

知りながら、商標権の侵害品の保管、運送、郵送、

販売場所を提供等する行為）が、商標権侵害する

行為となることが定められました。 

（３）懲罰的賠償規定 

悪意により商標権を侵害し、情状が深刻な場合

には、損失額の３倍以下の範囲で賠償額を確定す

ることができることが定められました。このよう

な懲罰的賠償規定は日本にはありませんので、注

意が必要となります。 

 

４ 市場秩序を維持するための改正 

（１）冒認出願行為に対する対策 

業務提携の準備段階以降、他人の商標が先に使

用されたことを知った上で、当該商標を冒認出願

する行為が禁止されることが定められました。本

規定は、業務提携交渉時における相手方の抜駆け

的商標出願を禁止することを目的としていますが、

この場合においても、従来から自己の商標を使用

しているという証拠を適切に保存、管理等してお

くことが重要となります。 

（２）先使用権の明定 

商標権を取得していない場合においても、善意

による先使用商標に関し、使用による中国におけ

る周知性を要件として、元の使用範囲内で継続的

に使用することができる先使用権を付与すること

が定められました。但し、周知性の要件は厳しく、

先使用権が認められることは必ずしも容易ではな

いものと考えられます。 

 

５ おわりに 

中国商標法は、先願主義を採用しているため、

今回法改正後においても、早期に商標出願を行う

ことの重要性に変わりはありません。そのため、

中国で事業展開を行うに場合には、可能な限り早

期に商標出願を行うことが望ましいといえます。 
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